
〇技能及び労務に従事する事務官等服装規則 

昭和40年７月31日  

海上自衛隊達第60号  

改正 昭和55年12月５日 海上自衛隊達第26号〔海曹長階級の新設に伴う関 

係海上自衛隊達の整理に関する達11条による改正〕        

昭和57年３月31日 海上自衛隊達第10号〔第１次改正〕       

昭和63年４月８日 海上自衛隊達第20号〔海上自衛隊の病院の廃止及 

び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する 

達28条による改正〕                      

平成10年12月２日 海上自衛隊達第30号〔補給本部等の新設等に伴う 

関係海上自衛隊達等の整理に関する達27条による改正〕      

技能及び労務に従事する事務官等服装規則を次のように定める。 

技能及び労務に従事する事務官等服装規則 

（目的） 

第１条 この達は、海上自衛隊の部隊又は機関（海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病

院を含む。）において技能及び労務に従事する事務官等（非常勤職員を含む。）の服制

並びに制服及びき章等（以下「制服等」という。）の着用について規定することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この達において、技能及び労務に従事する事務官等の区分及び用語の意義は、次

の各号に示すとおりとする。 

（１） 「特殊勤務員」とは警衛及び消防勤務に専従する者をいう。 

（２） 「一般勤務員」とは特殊勤務員以外の者をいう。 

（服制） 

第３条 特殊勤務員及び一般勤務員の服制は、別表に定めるところによる。 

（制服等の着用等） 

第４条 特殊勤務員及び一般勤務員は、勤務時間中、制服等をこの達の定めるところに従

い着用しなければならない。ただし、一般勤務員については、儀式等の場合を除く。 

２ 特殊勤務員及び一般勤務員は、制服等を着用するときには、服装及び容儀を端正にし、

海上自衛隊員としての規律と品位を保つように努めなければならない。 

（服装の区分） 

第５条 服装の区分は、冬期服装、夏期服装及び作業服装とする。 

（冬期服装） 

第６条 特殊勤務員は、冬期服装をする場合には、別表に定めるところにより、次の各号

に掲げる制服等を着用する。 

（１） 正帽（帽章を含む。） 

（２） 帽日覆い 



（３） 冬服上衣及び冬服ズボン 

（４） ワイシヤツ 

（５） ネクタイ 

（６） バンド 

（７） 短靴 

（夏期服装） 

第７条 特殊勤務員は、夏期服装をする場合には、別表に定めるところにより、次の各号

に掲げる制服等を着用する。 

（１） 正帽（帽章を含む。） 

（２） 帽日覆い 

（３） 夏期上衣又は防暑衣及び夏服ズボン 

（４） バンド 

（５） 短靴 

（作業服装） 

第８条 特殊勤務員（警衛勤務者を除く。）及び一般勤務員は、作業服装をする場合には、

別表に定めるところにより、次の各号に掲げる制服等を着用する。 

（１） 作業帽 

（２） 作業服上衣及び作業服ズボン又は特殊作業服 

（その他の服装） 

第９条 特殊勤務員は、雨雪、寒冷等の場合には、別表に定める雨衣又は外とうを着用す

ることができる。 

２ 特殊勤務員は、施設内を巡らする場合においては、別表に定めるきやはんを着用する

ことができる。 

３ 特殊勤務員の防寒服装、雨天作業服装及び消防服装については、海上自衛官服装細則

（昭和40年海上自衛隊達第90号）第８条、第13条及び第16条の規定を準用する。 

４ 一般勤務員は、次の各号の一に該当する場合には、別表に定める安全帽を着用する。 

（１） クレーン車、フオークリフト及びレツカー車を操作する場合 

（２） 補給倉庫等において荷役作業に従事する場合 

（３） 艦船、航空機修理等の現場作業に従事する場合 

（４） 配電等の電機作業に従事する場合 

５ 一般勤務員は、雨雪、寒冷等の場合には、別表に定める雨衣又は防寒外とうを着用す

ることができる。 

６ 一般勤務員は、魚雷調整、機雷調整、補給倉庫等の重量物の荷役作業、飛行場施設作

業及び艦船、航空機修理等の現場作業等に従事する場合には、別表に定める安全靴を着

用する。 

７ 一般勤務員の防寒服装、調理服装及び雨天作業服装については、海上自衛官服装細則

第８条、第９条及び第13条の規定を準用する。 



８ 特殊勤務員及び一般勤務員は、自動二輪車又は原動機付自転車を運転する場合には、

別表に定める安全帽（車両用）を着用する。 

（着用時期） 

第10条 第６条及び第７条に規定する冬用及び夏用の制服等の着用時期は、当該地におけ

る海上自衛官の場合と同時期とする。 

附 則 

１ この達は、昭和40年８月15日から施行する。 

２ 特殊勤務の事務官等服装規則（昭和34年海上自衛隊達第28号）は、廃止する。 

３ 第８条の規定は、学校若しくはこれらに準ずる機関において教育を受ける事務官等に

ついても準用することができる。 

附 則〔海曹長階級の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和55年12月５日から施行する。 

附 則〔第１次改正による附則〕 

この達は、昭和57年３月31日から施行する。 

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上 

自衛隊達等の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和63年４月８日から施行する。 

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成10年12月８日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 

服              制 

地質 
黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡 

織物とする。 

冬 

服 

上 

衣 
製式 

３等海曹以上の自衛官のものと同じとする。た 

だし、ボタンは金色の無地のものとする。 

地質 冬期上衣と同じとする。 
冬 
服 
ズ 
ボ 
ン 

製式 ３等海曹以上の自衛官のものと同じとする。 

地質 
淡灰色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこ 

れらの混紡織物若しくは交織織物とする。 

襟 背広襟（小開き）とする。 

肩章
外側の端をそで付に縫い込み、襟側を淡灰 

色のボタン１個で留める。 

前面

中央に淡灰色のボタン４個を１行につけ 

る。胸部の左右に各１個のふたつきポケツ 

トをつけ、淡灰色の隠しボタンでふたを留 

める。 

長そでとし、そで口にカフスをつけ、淡灰 

色のボタン２個で留める。 

夏 

服 

上 

衣 
製式 

そで

形状は、別図のとおりとする。 

地質 夏服上衣と同じとする。 
夏 
服 
ズ 
ボ 
ン 

製式 
冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンは淡 

灰色とする。 

正

帽 

３等海曹以上の自衛官のものと同じとする。ただし、 

ひさし及びあごひもは、黒色のものとする。 

帽
日
覆
い 

地質は、夏服上衣と同じとし、形状は、３等海曹以上の自

衛官のものと同じとする。 

地質 冬服上衣と同じとする。 外 

と 

う 
製式 

３等海曹以上の自衛官のものと同じとする。た 

だし、ボタンは黒色のものとする。 



ネ
ク
タ
イ 

ワ
イ
シ
ャ
ツ 

雨
衣 

き
や
は
ん 

海上自衛官のものと同じとする。 

短

靴 
海曹長以下の自衛官のものと同じとする。 

バ

ン

ド 

幹部海上自衛官の作業用バンドと同じとする。 

帽

章 

金属性とし、旭光、錨及び桜からなり、製式は別図の 

とおりとする。 

地質 夏服上衣と同じとする。 防 

暑 

服 
製式 

３等海曹以上の自衛官のものと同じとする。た 

だし、ボタンは淡灰色とする。 

地質 
茶褐色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混 

紡織物とする。 

襟 ステン襟（開襟兼用）とする。 

前面

中央に茶褐色の隠しボタン５個を１行につ 

ける。胸部の左右に各１個のふたつきポケ 

ットをつけ茶褐色の隠しボタンでふたを留 

める。 

すそ

すそバンド付とし、前面脇に環状の金具を 

つけた締帯を、後面脇に剣型の締帯をつけ 

胴絞りとする。 

そで
長そでとし、そで口にカフスをつけ、茶褐 

色のボタン１個で留める。 

作 

業 

服 

上 

衣 

製式 

形状は、別図のとおりとする。 

地質 作業服上衣と同じとする。 作ズ 
業ボ 
服ン 製式 海曹長以下の自衛官のものと同じとする。 



作
業
帽 

海曹長以下の自衛官のものと同じとする。 

特
殊
作
業
服 

安
全
帽 

安
全
帽
（
車
両
用
） 

安
全
靴 

防
寒
外
と
う 

海上自衛官のものと同じとする。 

別図 

 


